
予防ショートステイ＋予防訪問介護等の月額報酬サービスを利用した場合について 

（操作のお願い） 

 
 
ショーステイを利用している利用者が、ショートステイ利用日以外に介護予防訪問介護等

の月額報酬サービスを利用した場合、月額報酬部分は、1 月からショートステイ利用日数
を減じた日数により日割りで請求します。 
 
 
大変申し訳ございませんが、給管鳥では、ショートステイの利用日数を判定しておりませ

ん。 

該当される場合には、以下の手順に従って介護給付費明細書および請求書の作成をお願い

いたします。 
 
 
【対象となる条件】 

介護予防短期入所生活介護または介護予防短期入所療養介護利用者が、当該サービスの

利用日以外に介護予防訪問介護等の月額報酬サービスを利用する場合 

 

【対象ユーザ】 

・介護予防訪問介護／介護予防通所介護／介護予防通所リハを提供する事業所 

 
【該当する帳票】 

・介護給付費明細書（様式 2-2）／介護給付費請求書（様式 1） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【操作手順】 

例） 
同月に介護予防訪問介護サービスを 4回、介護予防短期入所生活介護を 5日間利用した場合。 
 
1)サービス実績画面にて 
  ①予防訪問介護サービスに日割りにチェックをつけて、提供日に貼り付けます。 
  ②短期予防入所生活介護サービスを提供日に貼り付けます。 
  ③右上の[登録／更新]ボタンをクリックします。 
２）請求データ作成画面にて、実績の集計をおこないます。 
３）実績の集計後、編集します。 
  ①画面右上の[詳細]ボタンをクリックします。 
  ②帳票を選択し、画面右上の[詳細]をクリックします。 
  ③再度[詳細]をクリックすると、【明細書詳細編集】画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

④[明細情報]タブをクリックします。 
⑤明細情報に表記されている「予防訪問介護」を選択します。 

 

〔明細書詳細編集〕画面の右上に「再集計」ボタンがない場

合はバージョンアップが必要です。 

④ 

⑤ 

⑥ 例：設定値を 4→26へ変更 



   ⑥「日数・回数」の設定値を変更します。 
※ 例の場合 

[要支援状態の期間]－[ショートステイ利用期間] 
  31日－5日＝26日分が請求可能なので、設定値を 26に変更。 

   ⑦「日数・回数」を変更後、右上の[再集計]ボタンをクリックし、再集計をおこないます。 
   ⑧サービス単位数の変更が確認できたら、右上の[更新]をクリックし、 
    更新してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 
明細書詳細編集画面に［再集計］ボタンが表示されていない場合は、バージョンアップ 
をおこない、最新のバージョンにして上記操作をおこなってください。 
（バージョンアップについては、下記サイト「給管鳥 FAQ「その他編」001」に操作方法が 
記載されておりますのでご参考ください。） 

■ OSC給管鳥サイト FAQ （その他編 001） 
http://www.orca-support-center.jp/kyukantyo/faq/html/qkn-faq-etc-001.html 
 
 
 
 
 

⑧再集計後、サービス単位数が変更 
 になっているかを確認。 

⑦ 
⑧ 


